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1 外国人労働者

Ⅴ　 雇用

　 労働基準法では、「 使用者は、 労働者の国籍、 信条、 又は社会的身分等を理由と し て、 賃金、

労働時間その他の労働条件について差別的取扱いを し てはなら ない」（ 労働基準法第３ 条）

と 規定し ており 、 労働関係法令は、 外国人労働者にも 日本人と 同様に適用さ れます。

　 また、 外国人技能実習生についても 、 入国当初に実施さ れる講習期間（ 原則２ か月間） を

除き 、 労働基準法等の労働関係法令が適用さ れます。

　 なお、 外国人が日本において就労でき るか否かはその在留資格によっ て決まり 、 資格外の

活動許可を 受けている場合を 除いて、 その資格を 超えた活動はでき ません。 平成３ １ 年４ 月

１ 日には、改正出入国管理及び難民認定法が施行さ れ、新たな在留資格「 特定技能１ 号」 と「 特

定技能２ 号」 が創設さ れまし た。

　 こ のほか、 外国人を 雇用する事業主は、 外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、 外国人雇

用状況の届出（ 氏名、 在留資格等） をハローワーク へ届け出るこ と が義務付けら れています。

（ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する 法律第

２ ８ 条）

◯特定技能 1 号：

◯特定技能 2 号：

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要と する技能を要

する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野に属する熟練し た技能を要する業務に従事する外国人向

けの在留資格

特定産業分野：
（ １ ４ 分野）

介護、 ビルク リ ーニング、 素形材産業、 産業機械製造業、 電気・ 電子

情報関連産業、 建設、 造船・ 舶用工業、 自動車整備、 航空、 宿泊、 農

業、 漁業、 飲食料品製造業、 外食業（ 特定技能２ 号は下線部の２ 分野

のみ受入れ可）

《 在留資格一覧》

就労の可否は指定さ れる

活動によるも の

特定活動

身分・ 地位に基づく

在留資格 （ 活動制限なし ）

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

定住者

就労が認めら れる在留資格（ 活動制限あり ）

外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

高度専門職

経営・ 管理

法律・ 会計事務

就労が認めら れない

在留資格※

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

※資格外活動許可を受けた場合は一定
　 の範囲内で就労が認めら れる。

医療

研究

技術・ 人文知識・ 国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能（ １ 号・ ２ 号）

技能実習
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　 従業員が一定数以上の規模の使用者は、 従業員に占める身体障害者・ 知的障害者・ 精神

障害者の割合を「 法定雇用率」 以上にする義務があり ます。（ 障害者雇用促進法４ ３ 条） 令

和 6 年 4 月 1 日時点で、 従業員を４０ 人以上雇用している企業は、 民間企業の法定雇用率で２ .５ %

を上回る、 障害者を１ 人以上雇用し なければなりません。 この法定雇用率は段階的に改定さ れて

おり 、 令和 8 年にさらに引き上げられます。

　 常用労働者数が１００ 人を超え、 法定雇用率を達成していない使用者からは納付金が徴収され、

法定雇用率を上回る使用者へは助成等が行われます。 なお、 納付金の支払いによって雇用義務を

免れるものではありません。（ 障害者雇用促進法第５３ 条）

　 事業所の規模・ 業種に関わらず、すべての使用者に対して、 雇用の分野での障害者差別を禁止し 、

障害者が職場で働く にあたっての支障を改善するための措置（ 合理的配慮の提供） を講ずること

が義務付けられています。（ 障害者雇用促進法第３ ４ ～３ ５ 条、 第３ ６ 条の２ ～３ ６ 条の４ ） また、

障害者雇用促進法では、 使用者に障害者からの相談に対応する体制の整備を義務付けており 、 障

害者である労働者からの苦情を自主的に解決することを努力義務としています。（ 障害者雇用促進

法第３６ 条の４ 第２ 項、 第７ ４ 条の４ ）

2 障害者

　 高年齢者の雇用について、 定年を 定める 場合には６ ０ 歳を 下回る こ と はでき ず、 ６ ５ 歳未

満の定年を 定めている 事業主は６ ５ 歳までの雇用を 確保する ため、「 定年の引き 上げ」・「 希

望する 高年齢労働者は全員継続雇用の対象と する 制度の導入（ ※）」・「 定年の定めの廃止」

のう ちのいずれかの措置を導入し なければなり ません。 また、労働者の募集及び採用にあたっ

て、 年齢制限を する と き は、 求職者に対し 理由を 示さ なければなり ません。（ 高年齢者等の

雇用の安定等に関する法律第８ 条、 第９ 条、 第 2 0 条）

※ただし 、 平成２ ５ 年３ 月 31 日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めてい

る場合は、 次の区分の対象者に対し て、 その基準を適用するこ と ができ ます。

　 ま た、 就業規則に定める 解雇・ 退職事由（ 年齢に係る も のを 除く 。） に該当する 場合は、

継続雇用制度の対象と し ないこ と ができ ます。 ただし 、 その場合でも 客観的に合理的な理由

と 社会通念上の相当性が求めら れます。

■高齢者雇用安定法の改正（ ７ ０ 歳までの就業機会の確保）

　 上記の６ ５ 歳までの雇用確保義務に加えて、 ６ ５ 歳から ７ ０ 歳までの就業機会を 確保する

ため、 以下のいずれかの措置を講ずる努力義務があり ます。

3 高年齢者

令和７ 年３ 月３ １ 日までは、 ６ ４ 歳以上の人に対し て

（ 1 ） ７ ０ 歳までの定年引上げ

（ 2 ） 定年制の廃止

（ 3 ） ７ ０ 歳までの継続雇用制度（ 再雇用制度・ 勤務延長制度） の導入

（ 4 ） ７ ０ 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

（ 5 ） ７ ０ 歳まで継続的に以下の事業に従事でき る制度の導入

　 ①事業主が自ら 実施する社会貢献事業

　 ②事業主が委託、 出資（ 資金提供） などする団体が行う 社会貢献事業


